
発熱患者等発生時における
栃木県の相談体制

①発熱等の場合、まずはかかりつけ医等最
寄りの医療機関に電話相談

※検査をするかどうかは医師の判断となります。

②かかりつけ医等最寄りの医療機関に連絡
できない場合は、受診・相談センター（コー
ルセンター）に連絡

受診・相談センター ０５７０－０５２－０９２


